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国際義務の 「継続的侵害」概念
一 手続的義務にかかる時間的管轄についての一考察

前 田 直 子
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 国際義務違反 となる 「継続的侵 害」 行為 の認定

一 ヨーロ ッパ人権条約 に関す る三つの事例 か ら

(1)B/ecic v. Croatia事 件 大法廷判決(2006年3月8日)

(2)Silih u. Slovenia 大法廷判決(2009年4月9日)

(3)Uarnava and Others v. Turkey 大法廷判決(2009年9月18日)

 国際義務 の継続 的侵害 と認定基準 の相対性

                          1項 及び2項

1 は じめ に

 第二次世界大戦後に登場 した人権の国際的保障制度において、普遍的ある

いは地域的人権諸条約が果た している役割やその発展は、すでに周知の事実

である。 しかし近年、それら国際人権法の一般国際法に対する位置づけにつ

いては意見がわかれるところである。

 条約、法源、国家責任など既存の国際法の枠組みや原理原則が、人権法の
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生成や発展の基礎 となってい ることに異論 はないが、国際人権 法に特有の法

事象が多 くみ られる ようになって きた ことも確 かである。 また同時に、その

ような 「特殊性」 は一般国際法の発展 にも取 り込まれてい るのではないか と

い う指摘(1)もある。 現 に、強行 規範(jus cogens)や 対世 的義 務(obligation

8㎎αo配研63)の 概念、外交 的保護 や主権免 除 をは じめ、武力 行使 や領域 問

題 な ど、様 々な国際法領域 をめ ぐる問題 について、人権あ るいは人権法 の要

素が影響 を与えている。国際社 会 にお ける人権の主流化(mainstreaming of

human rights)現 象 は、必 ず し も国際人権 法の発展 のみの功 績 ではない で

あろ うが、 人権 法の基 盤であ る人権概念 や人権の保護 ・尊重 とい う価値 が、

ひろ く国際社 会において共有 されて きた証拠 と言 うこ とは可能である。

 しか しなが ら他 方で、 国際人権法 も条約 などの法 的文書 を主要な存立基 盤

とす るこ とか ら、一般 国際法か ら完全 に乖離する ことは、 自らの出 自や存在

意義 を否定す るこ とにもな りか ねない。条約 か ら導かれ る国家義務の内容 ・

性質 や構造、履行 義務 の形態、条約の解釈適用や留保 に関す る規則 な ど、今

日では独 自の発展 が指摘 され てはいるが、その 「独 自の」発展 が無条件 に歓

迎 されてい る訳で はない。 国際人権法 もまた、伝 統的 な国家主権 の もとに、

国家 に よる自発的な合意 の もとに引 き受 け られた価値や義務 によ り成 り立 つ

もの とも考 え られる。

 本稿 はこのような背景 か ら、 国際人権法、特 に人権条約の解釈適用におけ

る一般 国際法の影響 につ いて、極 めて限定的 な範囲につ いて、かつ予備 的な

考察 を行 うこ とを目的 とす る。前述の とお り、国際人権法 と一般 国際法の相

関関係 は多岐の分野に見 られるが、網羅的 にすべて を扱 うこ とは筆者の能力

を超 えるので、 ここでは従 来の筆者の 関心 に沿 って(2)、人権 に対す る 「継続

的侵 害」概念が、条約実施機 関による時 間的管轄や受理可能性 の決定 にいか

(1)M.T. Kamminga and M.Scheinin eds., The Impact of Human Rights Law on General

 International Law, Oxford,2009.

(2)拙稿 「時間的管轄における 『継続的侵害』概念一規約第26条との関係についての一考

 察一」『社会システム研究』第6号(京 都大学)、2003年 、129-143頁 。
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なる影響 を与 えてい るのか につい て、 ヨー ロッパ人権 条約(3)における手続 的

義 務 に 関 連 す る事 例 を も とに、 国 連 国 際 法 委 員 会(lnternational Law

Commission:ILC)国 家責任条文(4)とも照 らしあわせ なが ら考察 してい きた

いo

2 国際義務違反 となる 「継続的侵害」行為の認定

  一 ヨーロッパ人権条約に関する三つの事例 から

 ヨーロッパ人権条約や自由権規約(5)において、人権条約上の権利への締約

国による 「継続的侵害」を扱った事例は数多 く存在する。とりわけ財産権保

護に関する事例に関 しては、 トルコの北キプロス侵攻(1974年)に よるキプ

ロス系住民の財産権侵害の事例、東欧諸国の旧社会主義政権により収用され

た住居等個人財産の民主化後の新政府による返還 ・賠償に関する差別的取扱

いの事例、同じく東欧諸国における第二次世界大戦の戦後処理に伴う個人財

産の没収の事例等、同一の法的事実関係に基づ く大量の中立が見 られる。

 それらの事例においては、申立人が主張する、締約国による条約上の権利

侵害を生ぜ しめる原因と考えられる行為が、一見して当該締約国に対する条

約義務の発効 日よりも前にとられていることが問題となっている。このこと

は条約実施機関の時間的管轄の認定に決定的な要素となるとともに、仮に時

間的管轄の設定にあたって認定された国家の権利侵害行為が、国内救済手続

(3)人 権 及 び 基 本 的 自 由 の 保 護 の た め の 条 約(Convention for the Protection of Human

 Rights and Fundamental Freedoms)。1950年 採 択 、1953年 発 効 、1998年11月 第11議 定

 書 及 び2010年6月 第14議i定 書 に よ り改 正 。

(4)The International Law Commission's Draft Articles on Responsibility of States for

 Internationally Wrongful Acts(the text in the annex of the GA resolution 56/830f

 12December 2001)。 条 文 テ キ ス ト及 び 国 際 法 委 員 会 に よ る コ メ ン タ リー は 、 James

 Crawford, The International Law Commission's Articles on State Responsibility:Introduction,

 Text and Commentaries, Cambridge,2002に も所 収 。

(5)市 民 的 及 び 政 治 的 権 利 に 関 す る 国 際 人 権 規 約(lnternational Covenant on Civil and

 Political Rights)。1966年 採 択 、1976年 発 効 。
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に関するものであった場合、申立権にかかる手続的な受理可能性要件である

6箇 月ルール(6)の適用にも少なからぬ影響を与える。

 本章ではまず、ヨーロッパ人権条約に関する三つの事件を題材に、条約義

務違反を問われた国家行為が、 どのように継続的侵害として構成されたのか

という認定の方法について考察する。

(1)B'vec'c v. Croatia事 件(7)大 法廷判決(2006年3月8日)

 ク ロアチア国籍のBlecic(以 下、中立人)は 、クロアチアのザダル(Zadar)

市 内の公有住宅 を貸借 していたが、1991年7月26日 にローマ在 住の娘 を訪ね

た ところ、 同年8月 末か らクロアチ ア国内での武力衝突が勃発 し、 中立人は

ローマか らザ ダル に戻 るこ とが 困難 となった。間 もな く中立人 に対 する公 的

年金 の支給や、住宅へ の水道 ・電気 な どの供給 も停止 した。

 1991年11月 、 ある家族が 申立人の留守宅 に押 し入 り、その住居 を占有 し、

中立人が住居 に戻 ることを阻むために脅迫 を行 った。その後ザ ダル市当局は、

中立人が正 当な理由な く半年以上 にわたって住居 を留守 に したことは住居 法

に反する として、貸借 契約 の終了 を確認す る訴訟 を提起 した(8)。

 ザ ダル地方裁判所(Municipal Court)は1992年10月9日 の判決 において、

申立人は1991年7月26日 か ら1992年5月15日 まで住居 を留守 に してお り、そ

の間ザダルでは武力紛争 は発生 してい たが、市民 に対す る退避命令 は出 され

ていなかったので、紛争 を理 由 として 申立人が ローマか ら帰 国 しなかった こ

とに正 当性 はない として、 当該住居の貸借契約の終 了を決定 した(9)。

 申立 人は判決 を不服 と してザ ダル州裁判所(County Court)に1993年3

月10日 控訴 した。控 訴審 は、第一審判決 は中立人が当該公有住宅 に帰還で き

なかった理 由を適切 に考慮 してい ない と して、事件 を第一審裁判所 に差 し戻

(6)ヨーロッパ人権条約第35条1項 。テキス トについては後掲注(33)参照。

(7)

(s)

(9)

Bleèiè  v. Croatia, Judgment of  8 March 2006 [GC], Application no. 59532/00. 
Ibid., paras. 20 — 21. 
Ibid., para. 23.
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した(10)。差戻 し審 にお いて、1994年1月18日 ザ ダル地方裁判所 は、再 度、市

当局の主張 を認め、申立人の公有住宅 の貸借 を終 了 させ ることを決定 した。

しか し州裁判所 が この判決 を覆 し、 申立人の主張 を認めた ところ、市当局は

クロ アチア最 高裁判所 に上告 した。1996年2月15日 、最高裁判所 は州裁判所

の第二審判 決 を覆 し、第一審判決 を支持 した⑳。

 中立人は1996年11月8日 、憲法裁判所 に提訴 し、彼女の住居 ・財 産権 と公

正 な審理に対 する権利が侵害 された と主張 したが、1999年11月8日 憲法裁判

所 は、 申立人の憲法上 の権利 は侵害 されていないと して これ を棄却 した(な

お、 この間の1997年11月5日 に、 クロアチアに対 して ヨー ロッパ人権 条約が

発効 し、 ヨーロ ッパ人権委員会 ・裁判所(当 時)の 個人 申立の審査権 限 も受

諾 され た)(12)。中立人 は、2000年5月6日 に本事件 をヨ0ロ ッパ人権裁判所

(以下、人権裁判所)に 対 し、条約 第8条(私 生活及 び家族 生活の尊重 につ

いての権利)(13)、第一議定書第1条(財 産権)(14)の侵害であ るとして 申し立てた。

 ク ロアチア政府 は、時 問的管轄 に関する先決的抗弁 として、本事件 は同国

に対 する ヨーロ ッパ人権条約の発効 前 に生 じた事件であ り、 申立人が公有住

(10)Ibid., para.26.

(11)Ibid., Para.30.

(12)Ibid., paras.31-33.

(13)ヨー ロ ッパ 人権 条約 第8条(私 生 活 及 び家族 生活 の尊重 につ い ての権 利)

 1 すべ て の者 は、その私 的及 び家族 生活、住居 及 び通信 の尊重 を受 け る権利 を有す る。

 2 この権利 の行 使 につ い て は、法 律 に基 づ き、 かつ 、 国の安 全 、公 共 の安 全若 し く

  は国 の経済 的福 利 の ため 、 また、 無秩 序 若 し くは犯 罪 の防 止 のた め、健 康 若 し くは

  道徳 の保護 の た め、又 は他 の者 の権 利及 び 自由の保 護 のた め民 主 的社会 にお いて必

  要 な もの以外 のい か な る公 の機 関 に よる干 渉 もあ って は な らな い。(松 井 芳郎 編集

  代 表 『ベ ー シ ック条 約集2011』(東 信 堂)参 照。 なお これ以 降 にお い て、 同条 約 の

  規定 を引用 してい る部分 につ い てはす べ て同 じ。)

(14)ヨー ロ ッパ 人権 条約 第一 議定 書 第1条(財 産 の保護i)

 す べ て の 自然 人 又 は法 人 は、 その財 産 を平 和 的 に共有 す る権 利 を有 す る。何 人 も、 公

 益 の た め に、 かつ 、 法律 及 び 国際 法 の 一般 原 則 で定 め る条 件 に従 う場 合 を除 くほ か、

 そ の財 産 を奪 われ ない 。

 ただ し、 前 の規 定 は、 国が 一般 的利 益 に基 づ い て財産 の使 用 を規 制 す るた め、 又 は税

 その他 の拠 出若 し くは罰 金 の支 払 い を確保 す るため に必 要 とみ なす 法律 を実施 す る権

 利 を決 して妨 げ る もの で はない 。
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宅へ の居住権 を有 してい ない ことは最 高裁判所 の判決 に よって確定 してお

り、 同判決 も条約 の発効 日よ りも前 の ものであるので、人権裁判所 は時 間的

管 轄 権 を有 さ な い と主 張 した(15)。この 点 に つ い て 人 権 裁 判 所 小 法 廷

(Chamber)は 、 申立人の居住権 の終 了は単一の決定ではな く一・連の裁判所

判決 によるものであ り、最終 的には クロアチアに対す る条約発効後 の憲法裁

判所判決で確 定 したことを理 由 として、 自らの管轄 を認めた⑯。

 人権 裁判所大法廷(Grand Chamber)は 、 クロアチ アが小 法廷 での手続

にお いて、時間的管轄の問題 を提起 してお らず、裁判所 が 自らの発 意で時間

的管轄 について検討 した ことに触 れつつ、当該事件の事実関係 が、条約機 関

の管轄 に部分的に含 まれてい るような事例 については、 自らが再 度時間的管

轄 について決定 を行 うこ とは条約第34条(個 人の 中立)(1のに照 らして正 当で

ある と説明 した圏。

 そ れ までの判例法 の検討 に関 して は、条約発効 日を境 として、それ以前 の

国内裁判所 等 にお ける判 決 ・決定 につ いて は、即時 的行為(instantaneous

acts)で あって、条約発効 日よ りも後へ の継続的侵 害状況 を引 き起 こす もの

ではない、 また条約発効 日よ り後 に出 された国内裁判所判決 を、条約発効 日

以前 の出来事か ら切 り離 して捉 えて、遡及的効果を もたせ ることは、国際法

の一般原則 に反するであろう との見解 を示 した(19)。

 ここで注 目すべ きは、大法廷が、 申立人が主張す る条約上の権利侵害の発

生原 因 となる 「事実」 と、それ に対す る国内 「救済」 との相 関 を、時間軸 と

(15)Ibid., Para.56.

(16)Ibid., paras.60-62.

(1のヨー ロ ッパ 人権条 約第34条(個 人の 中立)

 裁 判所 は、 締 約 国の一 に よ る条 約 又 は議i定書 に定 める権 利 の侵害 の被 害 者 で あ る と主

 張 す る 自然 人、 非 政府 団体 又 は集 団か らの 中立 を受理 す るこ とが で きる。締 約 国 は、

 この権 利 の効 果 的 な行使 を決 して妨 げ ない ことを約 束す る。

(18)Ibid., paras.63-72.大 法廷 は、(a)大 法 廷 の先 決 的抗 弁 を検討 す る権 限、(b)裁 判

 所 の 時間 的管轄へ の制 限、 の二 点 か ら検 討 して い る。

(19)Ibid., Para.74.
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の関係で捉えなお している点である。申立人は、救済の不備を権利侵害の理

由としてあげているが、そもそも救済が必要であるとするならば、それは遡っ

て、当該事件に関する事実が既に条約違反の状況をつ くりだしていたという

前提に立たねばならず、当該事実の発生が条約発効 日よりも前の出来事であ

れば、当然条約実施機関としては、当該事実の合法違法の判断を行うことは

不能であるという立場を先例⑳に触れなが ら確認 している。時間的管轄の設

定に不可欠であるのは、中立人が主張する権利侵害がいつの時点で発生した

のかを正確 に決定することであるとしている⑳。

 こうした立場を念頭に大法廷は、本件中立人の公有住宅の貸借契約の終了

が条約違反の主張を根拠づける事実であることは認めたが、当該終了の時期

がいつであったのかという時間的管轄の問題は別途検討する必要があるとし

た吻。終了時期の検討については、公有住宅の貸借契約の終了を確定させる

国内判決が既判力 を得た(res judicata)時 点であるとし、本件では、条約発

効後の1999年 憲法裁判所決定は最高裁判所の判決を支持 しただけのものであ

り、時間的管轄を検討するための侵害行為発生日は、最高裁判所判決が確定

した1996年2月15日 であるとした㈲。また契約の終了事態は即時的行為であ

り、申立人が主張す るような⑳ 「継続的侵害」は存在 していないとの判断を

下 した(25)。

 最後に大法廷は、憲法裁判所の最高裁判所判決の取消請求に対する棄却が

条約違反であるかについて検討 し、憲法裁判所が求められた救済付与は、貸

借契約の終了という先行行為自体が条約違反であるという前提に立たなけれ

(ao)

(21)

(22)

(23)

㈲

Yagci and Sargin v, Turkey, Judgment of 8 June 1995, Application nos. 16419/90 and 

16426/90 § 40, Series A no.  319-A, Kopecky v. Slovakia [GC] , Judgment of 28 
September 2004, Application no.44912/98, § 38, ECHR Reports, 2004-IX.
Bleèiè v. Croatia, op. cit., paras. 77 — 82. 

Ibid., para. 83. 

Ibid., para. 85. 

Ibid., para. 58. 

Ibid., para. 86.
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ばならず、また憲法裁判所の機能は、最高裁判所判決の合憲性を判断するこ

とであ り、本事件の事実が発生 した時点では、条約は国内法 とはなっていな

かったため、憲法裁判所 は条約適合性 を検討す ることはで きなか った との結

論 を示 した囲。特 にウィー ン条約法条約 第28条(条 約の不遡及)⑫のに関 し、ヨー

ロッパ人権条約は、相互主義に基づ く条約 とは異なり個人の権利を直接創設

する性質から、条約の不遡及原則は、人権裁判所だけでなく締約国の国内裁

判所の判断に、第一にそして最 も影響を及ぼすことになり、人権裁判所の補

完的性質から、国内裁判所における条約の遡及適用を強いることはできない

と述べている点は注目に値する圏。

 大法廷 は、11対6の 評決 によ り自 らの時 間的管轄 を否定 し、本件 を受理不

能 とした。しか しこの決定 に際 して、6名 の裁判官が反対意見 を付 しているX29)。

反対意見の内容は、大きく分けて①条約義務への違反行為発生 日の設定、②

大法廷 における受理可能性審査の権限㈹に関するものであるが、 ここでは本

(26)Ibid.,paras.87‐89.

吻 条 約法 に関す るウ ィー ン条 約(ウ ィー ン条約 法 条約)。1969年 採択 、1980年 発効 。

第28条(条 約 の不遡 及)

条 約 は、別 段 の 意 図が 条 約 自体 か ら明 らか で あ る場 合 及 び この意 図 が他 の方 法 に

よって確 認 され る場合 を除 くほ か、 条約 の効 力 が 当事 国 につ いて生 ず る 日前 に行 われ

た行為 、 同 日前 に生 じた事 実又 は同 日前 に消 滅 した事態 に関 し、 当 該 当事 国 を拘 束 し

ない。

 (28) Ibid., para. 90. 
(29) Loucaides, Rozakis, Zupanèiè, Cabral Barreto, Pavlovschi, Davfd Thor Bjorgvinsson.
(30)Cabral Barreto裁 判官が単独で付している反対意見は、特にこの点について次のよう

 な議論を展開している。大法廷の多数意見が、①クロアチア政府が、小法廷の審理に

 おいて時間的管轄に関する先決的抗弁を持ち出していないのに、大法廷ではその点を

 提起したのは禁反言ではないか、②小法廷が自らの意思によつて時間的管轄の検討を

 行ってはいるが、その結論に拘わらず、大法廷が自らその時間的管轄について審査を

 行うことは裁判所規則第55条に照らして認められる、と述べたことに対して、①対審

 手続の原則や武器平等に照 らせば、当事者らは大法廷においても時間的管轄の問題を

 提起する機会を与えられるべきであるが、②締約国が、国内救済不完了については受

 理可能性審査で提起しなかった場合には、本案審査でそれを持ちだすことは禁じられ

 ていることから、時間的管轄の問題についても、政府が受理可能性審査の段階で提出

 しなかった要件の不備について、本案段階で持ち出すことは阻まれるべ きである。
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稿の趣旨に鑑み①について考察するにとどめる。

 大法廷判決に反対票を投 じた6人 全員が共同で付 した反対意見において、

人権裁判所の時間的管轄を決する期 日は、クロアチア憲法裁判所の決定が出

された1999年11月8日 であるべ きと主張されている。国内裁判における終結

判決が出された日、すなわち申立人の権利侵害の主張に関する決定が確定し、

それ以上に争 うことが不能 となった期 日が、時間的管轄を判断する期 日であ

るとし、本件の場合、憲法裁判所決定の1999年11月8日 は、クロアチアに対

する条約及び条約に基づ く個 人申立の受諾に関する選択議定書の発効 日

(1997年11月5日)よ りも後であることから、人権裁判所は時間的管轄を有

するとの異見を示 した。

 またこの反対意見では、判決の多数意見が参照している先例⑳についても、

国家による権利侵害行為自体は条約発効 日よりも前に完結 してお り、当該侵

害行為 は後のそれに関する司法手続 とは切 り離 されて独立 したもの(an

autonomous event)で あると指摘 している。すなわち本事件では、権利回

復や救済の可能性を絶つ確定的な(de丘nitive)な 決定の存在自体が条約上

の権利侵害を構成するのであるから、条約発効後の憲法裁判所の棄却決定が

それにあたり、裁判所の時間的管轄は認められると解すべきとしている。

 さらにこの点について、Zupancic, Cabral Barreto両 裁判官の共同反対意

見は次のような問題を提起 している。多数意見が最高裁判所1996年 判決を本

事件の中核的侵害行為 として採用 した理由として、「後の憲法裁判所の決定

は、権利侵害を生 じさせ、またそれを確定的にさせる行為である最高裁判所

判決を許容 し、支持するにす ぎないものである」㈱と述べていることに対 し、

憲法裁判所は単に、権利侵害を是正することを行わなかったと結論づけるこ

とが可能であるのか、すなわち、憲法裁判所にも権利侵害を容認 し是正 しな

かった 「不作為」というaが あるのではないかと指摘 している。

㊨】)Blecic軌Cア リatia, op. Cll., paras.73-76。

(32)Ibid., para.85.
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 この両裁判官の指摘は興味深 く、申立の受理可能性要件である国内救済完

了原則 と6箇 月ルール㈱の判定 とも密接にかかわって くる問題であろう。つ

まり多数意見のように、最高裁判所判決を管轄権 に関する侵害行為 とすれば、

当該時点で国内救済が完了 していたか、またその時点から申立人が人権裁判

所に申立を行 うまでが6箇 月以内であったかが審査されるべ きと考えられる

が、そ うであるとすると、6箇 月ルールは満たさない(最 高裁判所判決は

1996年ll月8日 、人権裁判所への申立 日は2000年5月6日)こ とになり、ま

たクロアチア国内法において憲法裁判所への提訴の可能性が残されている場

合には、国内救済が尽 くされていないと判断される可能性 も濃厚 となる。管

轄権 と受理可能性は切 り離 して考えられうるとしても、両者の審査にかかる

期 日や対象が異なることを合理的に説明することは難しい。

 またこのような 「技術的」側面から離れ、仮に憲法裁判所が最高裁判所判

決を破棄 していたとしたら、本件中立てはなされなかったということを考慮

すると、なぜ最高裁判所判決が権利侵害の構成要素であって、同判決を黙認

した憲法裁判所がそうでないのかを多数意見は明確に説明していないと言わ

ざるを得ないであろう。

(2)vS'lih v. S'oveη 侮図 大法廷判決(2009年4月9日)

 本事件 は、§ilih夫妻(申 立 人)に よる息子 の死亡原 因は医療過誤 であ る

と主張 す る 中立で あ る。息子 の死亡 日は1993年5月19日 、silih夫 妻が、担

当医師 に対する刑事上の責任 追及に関す る国内手続 を開始 したのは、息子 の

死亡直前の1993年5月13日 であった。 これ とあわせ て同夫妻は、病 院 と担 当

医師 に対す る賠償請求のための民事 訴訟 を1995年7月6日 に付 託 した。なお、

ス ロベニア政府 の ヨー ロッパ 人権条約 における個人 中立権 受諾 日は1994年6

(33)ヨーロッパ人権条約第35条1 「裁判所は、一般的に認められた国際法の原則に従っ

 てすべての国内的な救済措置が尽 くされた後で、かつ、最終的な決定がなされた日か

 ら6箇 月の期間内にのみ、事案を取り扱うことができる。」

図5∫姫 軌510v6η如, Judgment of g April 2009[GC],Application no.71463/01.
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月28日 である。

 人権裁判所への本事件の申立 日は2001年5月19日 であり、申立人は息子の

死亡に対する責任追及のためのスロベニア国内における司法制度が不十分で

あるとして、条約第2条(生 命についての権利)㈲、3条(拷 問の禁止)(36)、6

条(公 正な裁判を受ける権利)働、13条(効 果的救済についての権利/(38)及び

14条(差 別の禁止)(39)違反を訴えた。事件は第3小 法廷にて、受理可能性 と

本案が同時に審査され、事件は、条約第2条 の手続的要素、第6条 の国内で

の司法手続の遅延、効果的な国内救済の欠如に関する13条 については、部分

的に受理可能であ り(条 約第3条 及び14条 については受理不能)、 本案に関

しては、条約第2条 に関する手続的権利侵害について認定がされ、国内にお

ける司法手続の遅延及び刑事手続上の不公平に関する条約第6条 及び13条 に

(35)ヨーロッパ人権条約第2条(生 命についての権利)

 1 すべての者の生命についての権利は、法律によって保護される。何人も、故意に

  その生命を奪われない。ただし、法律で死刑を定める犯罪について有罪の判決の後

  に裁判所の刑の言い渡 しを執行する場合は、この限りでない。

 2 生命の剥奪は、それが次の目的のために絶対に必要な、力の行使の結果であると

  きは、本条に違反して行われたものとみなされない。

  (a)不 法な暴力から人を守るため

  (b)合 法的な逮捕を行い又は合法的に抑留した者の逃亡を防ぐため

  (c)暴 動又は反乱を鎮圧するために合法的にとった行為のため

(36)ヨーロッパ人権条約第3条(拷 問の禁止)

 何人も、拷問又は非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。
働 ヨーロッパ人権条約第6条(公 正な裁判を受ける権利)

 1 すべての者は、その民事上の権利及び義務の決定又は刑事上の罪の決定のため、

  法律で設置された、独立の、かつ、公平な裁判所による妥当な期間内の公正な公開

  審理を受ける権利を有する(以 下、省略)。

 2-3 省略

(38)ヨーロッパ人権条約第13条(効 果的救済についての権利)

 この条約に定める権利及び自由を侵害されたものは、公的資格で行動する者によりそ

 の侵害が行われた場合にも、国の機関の前において効果的な救済措置を受ける。

(39)ヨーロッパ人権条約第14条(差 別の禁止)

 この条約に定める権利及び自由の享受は、性、人種、皮膚の色、言語、宗教、政治的

 意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、少数民族への所属、財産、出生又は

 他の地位等によるいかなる差別もなしに、保障される。
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かか る 申立 人の主 張 は、別 途の検 討 を行 う必要 な しとの判 断が下 され た。

2007年9月27日 ス ロベニア政府 は大法廷 への回付 を要請 し、人権裁判所 の検

討パ ネルはこれ を認め、2009年4月9日 に大法廷判決が下 された。

 大法廷判決で は第3小 法廷 において受理可能 とされた部分 についてのみ審

査が行 われた(40)。ス ロベニア政府 は、条約 第2条 に関 して、人権裁判所 には

時 間的管轄が ない こと、 当該 中立 は国内救 済完 了原則 を満た していない とい

う二点 の先決的抗 弁を提 出 した(41)。

 時 間的管轄 については、小法廷 は、政府 の先決 的抗弁 に依 らず 自らのイニ

シアテ ィブでその検討 を行い、Blecic事 件 にな らい、事件 の事実 関係 と権利

の射程 に応 じて時間的管轄 を有す るとし、医療過誤 による死亡事故 自体 はス

ロベニ アの個人 中立権受諾 日(決 定期 日)よ りも前 の出来事ではあ るが、 そ

れ とは切 り離 して、医療過誤 に関す る原因 と責任 の追及のための実効 的な司

法 制 度 を 備 え る と い う 条 約 第2条 に か か る 国 家 の 義 務 は、 自律 的

(autonomous)な ものである と位置づ けた。そ してその義務違 反が、裁判所

の時 間的管轄の範囲内であるか を検 討 し、国内での刑事手続が1996年7月4

日以降 に再 開されていること、損害賠償 請求の民事手続 も1995年 か ら開始 さ

れ てい るこ とに鑑 み、人権裁判所 は時 間的管轄 を有す るとの判 断を示 した(42)。

 人権裁判所大法廷 は、条約法条約第28条 の条約 の不遡及原則 をあげて、条

約締約 国は決定期 日前 の行為 は条約上の義務 の対象 とな らない と確 認 した う

えで、 そ うした決定期 日よ りも前 に生 じた 「権利侵害」行為が、期 日以降の

条約義務違反 を構成す る事実 と関連性 を有す る場合があ るが、前者が裁判所

の管轄 に服 さないのであれ ば、その後 の手続 的義務 の問題 も裁判所 の時間的

管轄 には含 まれないとしたBlecic事 件での原則 を本事件 にも適用す るとした(43)。

 条約第2条 の手続 的義務 に関す る時間的管轄 の決定 について は、大法廷 は、

(40)Ibid., paras.119-121.

(41)Ibid., Para.123.

(42)Ibid., paras.124-126.

(43)Ibid., paras.140-147.
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実質的義務 と手続的義務 との分離可能性(detachability)に ついて検討して

いる。裁判所は先例㈲において、既に条約第2条 や第3条 に手続的義務が含

まれてお り、それは同条を履行するうえで不可欠な要素であることを確認し

ているとし、さらに、①本事件でに死亡事故自体は決定期 日の前の出来事で

あり、締約国政府 による手続上の作為 ・不作為のみが人権裁判所の時間的管

轄の範疇 となりうること(45)、②死亡事故 と条約の締約国に対する効力発生と

の 間 に は、 手 続 的 義 務 が発 生 す る うえ で の真 正 な連 関(agenuine

connection)が あること、の二点から、決定期 日より後 にとるべき手続的措

置が、第2条 において重要な比率を占めている、むしろ占めるべきであると

結論づけた㈹。

 また死亡事故とスロベニアに対する条約発効 日が接近 してお り、国内にお

ける手続が一部の初期のものを除いて、条約発効後に開始 ・実施されている

こと、政府側がそれらの国内手続に対する中立人の主張に対 して争っていな

いことを理由として、条約第2条 の手続的義務に関する争点は、裁判所の時

問的管轄に服すると判断した㈲。

 条約第2条 との関係において、小法廷では本事件への国内救済完了原則の

適用について次のように審査 している。中立人が息子の医療過誤による死亡

について十分な調査がされなかったことに関し、手続の不当な遅延を主張し

ていることについてスロベニア政府は、行政裁判所や憲法裁判所で争う可能

性が残されていたことをあげて、人権裁判所への申し立ては国内救済を尽 く

していないと抗弁した。これについて小法廷は、申立人の主張にかかる問題

は、単に手続が合理的期間内に行われたかという点ではなく、条約第2条 の

もとで要請される手続的要件を国家が満たしていたと言えるかどうかという

(44)

(45)

(46)

㈲

McCann and Others v. the United Kingdom, Judgement on 27 September 1995  [GC]  , 

Application no. 18984/91, Series A no. 324. 
Šilih v. Slovenia [GC], op. cit., para. 162. 
Ibid., para. 163. 

Ibid., paras. 165 —167.
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点にあ り(48)、刑事手続についてはすべての手段が尽 くされているし、民事手

続に関しては、まさに第2条 との関係について本案で検討すべ き問題だとし

て不受理 とはせず㈲、同時に行った本案審査において、第2条 違反を認めた。

その後に本件が回付された大法廷においても、国内救済完了原則の判断に関

しては、小法廷判決が支持 された(50)。

 Bratza, Turmen両 裁判官はスロベニア政府による時間的管轄への先決的

抗弁 を退ける決定及び条約第2条 の手続的義務の違反認定について反対票を

投 じ、その共同反対意見において次のように述べている。この指摘は、手続

的義務への不作為による継続的侵害の位置づけを考える上で重要性を持つ。

 Blecic事件判決で問題 とされた、個人申立権の義務的管轄を定める条約の

当該締約国に対する効力発生 日よりも前に発生 した事象に起因する、同効力

発生日よりも後に生 じた国家の救済義務の違反は、本事件では問題 とされて

いない。中立人が条約第2条 のもとで提起 したのは、効力発生 日よりも前で

ある息子の死亡事件への調査義務(積 極的義務)の 違反である。それにもか

かわらず本事件の判決ではBlecic事 件判決での原則 を重要視 しているが、も

し手続的義務が条約第2条 から生 じるとすれば、死亡事故の時点で国家に調

査の義務があったかどうかである。条約第2条 か ら自律的な手続的義務が読

み取れるということには同意するが、それはまずは、同条からの実質的な

(substantive)義 務違反が存在 してこそのことである。そうでなければ、条

約は、本事件での死亡事故やそれに対する調査の不作為という事実状況に関

して、それがたとえ条約発効 日前であっても、当該締約国を拘束するという

ことになってしまうであろう⑳。

(48)

(49)

(50)

(5D

 Šilihu Slovenia, Judgment of 28 June 2007 [Third Section], application no. 71463/01, 

para. 103 
Ibid., para. 105. 
Šilihu Slovenia [GC] , op.cit, paras. 168 —170. 

Para. 4 in Joint Dissenting Opinion of Judges Bratza and Turmen.



国際義務の 「継続的侵害」概念(前 田) 215

(3)Varnava and Others v.π」炊ey6⇒ 大法廷判決(2009年9月18日)

 本事件 は、1974年 に トル コ軍が北 キプロス に侵攻 した際 に、行方不 明 となっ

た者 たちに関 して、 トル コ政府 が十分 な捜索 などの調査 を行 っていないこと

が、条約 第2条 、3条 、5条(自 由及び安全 についての権利)(53)、その他第4、

6、8、10(表 現の 自由)、12(婚 姻 についての権 利)、13、14条 違反が 申し

立 て られた事例であ る。大 法廷 は、条約第2、3及 び5条 については、 トル

コ政府が十分 な調査 を行 わなかった ことの不作為責任 を認め、それは申立人

である失踪者の家族たちへ の継続 的な権利侵害 にあた るとして、締約 国の条

約違反 を認定 した岡。

 本判決で は、 トル コ政府 が抗弁 した時 間的管轄及び6箇 月ルールについて

それぞれ検討が行 われてい る。2008年1月10日 の小法廷 判決(55)では、政府 は、

時 間的管轄 に関す る先決 的抗 弁つい て、前記のBlecic事 件 を何度 も引用 し、

条約発効後 に生 じた事 実 にのみ締約 国は責任 を負い、救 済手続が申立 人の利

益 にな らなか った ことをもって、条約義務違反 を問われ るものではないと主

張 した(56)。しか しこの点 につ いて小法廷 は、2001年Cyprus u Turkey事 件大法

廷判 決㈲が、多 くのギ リシ ャ系 キプ ロス住民 の失踪 者の安否や事件 の背景 な

どについて十分 な調査 を怠 った トル コ政府 に対 し、条約第2条 に関する継続

(52)Varnava and Others v. Turkey, Judgment of 18 September 2009  [GC], Application nos, 
16064 —16066/90, 16068 —16073/90.

(53)ヨー ロ ッパ 人権 条約 第5条(自 由及 び安全 につ い ての権 利)

 1.す べ て の者 は、 身体 の 自由及 び安全 につ いて の権 利 を有 す る。何 人 も、 次 の場合

  におい て、か つ、法律 で定 め る手段 に基 づ く場 合 を除 くほか 、そ の 自由 を奪 われ ない。

  (後略)

(54)大法廷 にお け る評決 は16対1.

(55)

岡

㈲

Varnava and Others v. Turkey, Judgment of 10 January 2008 [Third  Section]  , 

Application nos. 16064 —16066/90, 16068 —16073/90. 
Ibid., para. 104. 
Cyprus v. Turkey, Judgment of 10 May 2001 [GC], Application no. 25781/94, ECHR 

2001-IV. Loukis G. Loucaides, The Judgment of the European Convention of Human 
Rights in the Case of Cyprus v. Turkey, 15 Leiden Journal of International Law 225 — 
236, 2002.
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的侵害 を認定 したこ とを援用 し、本事件 も同様 に、第2条 に関す る人権 裁判

所 の時 間的管轄が認め られる との決定 を行 った働。

 大法廷で の審理 において トルコ政府 は、同国が個 人申立権 を受諾 した1987

年1月28日 以 降にのみ条約上の義務が発 生す るとして、1974年10月 よ り後 に

発生 した失踪事件への責任 を否定す るとともに、条約発効 日以降 に、同事件

に関す る救済手続が手当てされ なか った として も、そのこ とは時 間的管轄 に

影響 を及 ぼす ものではない、締約国 は申立事 実の原因 と切 り離 された恒常的

な手続 的義務(freestanding procedural obligation)を 負 うわ けではない と

主張 した働。

 人権裁判所大法廷 は、時 間的管轄の決定期 日は トル コに対す る個人 申立権

が受諾 された1987年1月28日 である とした うえで、Blecic事 件 判決 を引用 し

て、条約法条約第28条 の不遡及原則 に照 らし、締約 国は条約発効 日よ りも前

に発生 しかつ終了 している行為 に対 す る条約上の責任 は負 わないこ と、 また

締約国 の作為 ・不作為 あるい は条約違反 となるような決定 に対す る国内の救

済手続が、条約発効前か ら発効後 にか けて継 続 している場合 には、 当該手続

は、事件 に対す る人権裁判所の時 間的管轄 を決定する事項 とはな らない との

一般 原則(general principle)を 確 認 してい る㈹。 その うえで本 件 固有 の事

情 と して、失踪事件 に関す る調査 とい う条約第2条 に含 まれ うる手続的義務

の性質 と射程 についての検討 を行 った。 ここで大法廷 は、条約第2条 か ら導

かれ る手続的義務 は、た とえ国家が事件 に直接 かかわっていな くとも、失踪

者 の捜索 や責任 者の追及 を行 うことであ ることは先例㈹か ら明 らか にされ て

お り、 トル コ政府が持 ち出 した条約第35条1項 にかかる国内救済 とは異 なる

ので、 この点 につ いての締 約 国政府 のBlecic判 決 の援用 の仕方 は誤 ってい

(58)

(59)

(so)

 Varnava and Others v. Turkey [Third Section] , op.cit., paras. 108 —113. 

Varnava and Others v. Turkey [GC] , op.cit., paras. 122 —124. 
Ibid., paras. 130 —131.

(61)事 例 は 多 い が 、 例 え ばFinucane a the United Kingdo〃2, Judgment of l July 2003[Fourth

  Section],Application no.29178/95, ECHR Reports,2003-VIIIな ど 。



国際義務の 「継続的侵害」概念(前 田) 217

る と断 じた(62)。また トル コ政府 が、失踪被 害者 らが上記決定期 日前 に死亡 し

てい た蓋然性が高い状況下での政府 の調査義務 を否定 したのに対 し、 た とえ

そ うであって も、条約第2条 に含 まれる調査 な どの手続 的義務 の存在 は確立

してお り、それは被害者の生存 や死 亡 とは切 り離 し可能な義務(a"detachable

obligation")と した(63)。

 しか しここでの人権裁判所 の検討 は、す でにヨmッ パだけでな く米州人

権条約や 自由権規約上 も確 立 している失踪事件 に関す る国家 の調査義務 につ

い て敷術 してい るの であ り、先 のBlecic事 件で 問題 となった、条約発 効 日

よ りも前の行為(時 間的管 轄の問題 がなければ条約違反 と位 置付 け られる蓋

然性が高い作為 ・不作 為)に 対す る、 条約発効後の黙認にあたるか もしれな

い国 内救済 の手続 について、特 に明確 な意見 を示 してい るわけではない。

 さ らに続 く6箇 月ルール(条 約第35条1項)の 検討では、 い くつかの先例(64)

にお いて、継続的侵害 に関する事件 の場合 には、 タイム リミッ トを計算す る

うえでの侵害の終了時期が毎 日更新 されるこ とになるので6箇 月ルールの適

用 は な い と されて い るこ と をあげ、本 事件 に関 わ る誘 拐 失踪 につ いて の

Cyprus a Turkey事 件(2001)に おいてこの点明確 にされていなかった ことか

ら、本事件 において継続的侵害状況へ の6箇 月 ルールの適用 について検討す

る とした(65)。そ して、事件 の事 実解明 につ いて国連 人権 委員会(66)(当時)の

失踪者委員会(Commission on Missing Persons:CMP)の 調査 に託 したが、

その結果 に望みが ない ことが明 らかになつた時点か ら、6箇 月ルールのカウ

ン トが始 まる とい う基準 を提示 し、失踪か らヨー ロッパ 人権 委員会(当 時)

への 申立 までに十数年が経過 してお り、人権裁判所への 申 し立てに不 当な遅

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

Varnava and Others v. Turkey  [GC]  , op.cit., paras. 136 —137. 
Ibid., para. 138. 
Agrotexim Hellas S.A. and others v. Greece, Decision (Commission) on 12 February 
1992, Application no. 14807/89, Decision and Reports, vol. 71 t' e. 
Ibid., para. 159. 
The Commission on Human Rights (1946 — 2006)
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延があったという政府の先決的抗弁についても、申立人側は、 トルコ政府や

CMPに よる調査の結果を見極める必要があったためやむを得なかったと結

論づけた㈲。

 締約国側は、本件に対する人権裁判所の時間的管轄 とともに、受理可能性

要件である6箇 月ルールの適用に関 して先決的抗弁を提起 しているが、後者

につい ては、Spielmann、 Power両 裁判 官 に よる共 同同意意見 と、 Ziemele

裁判官 の単独 の 同意意見 におけ る考察が興味深 い(ss)。6箇月ルール は、条約

第35条 にお いて、(人 権)「 裁判所 は、一般的にすべ ての国内的な救済措置が

尽 くされた後で、かつ、最終 的な決定が なされた 日か ら6箇 月の期 間内 にの

み、事案 を取 り扱 うことがで きる」 と定め られてお り、 国内的救済完了原則

とも密接 に関係 している ところ、 ここでは特 にZiemele裁 判官 の意見 につい

てみてみたい。

 Ziemele裁 判官 はまず、本件 の ような失踪事件 に対 して、6箇 月 ルー ルを

一律 適用すべ きか どうかにつ いて、ILC国 家責任条文 第14条2項(69)を 参照 し

なが ら次 の ように述べている。

「裁判所 は、6箇 月ルールに関す る理 由づけ において、CMPに 進展 の望み

(67)Varnava and Others u Turkey[GC],op. Clt., para.170.

(ss)その他Villiger裁 判 官 は、条 約 違 反 を認定 した多 数 意見 に 同意す る と しつ つ も、 本件

 にお け る申立 人 の人権委 員会へ の 申立 時期 は、合理 性 の ない遅 延 にあ た り、6箇 月ル ー

 ルに抵 触す る とい う単独 の 同意意 見 を付 して いる。

(69)The International Law Commission's Draft Articles on Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts 

Article 14 Extension in time of the breach of an international obligation 

1. The breach of an international obligation by an act of a State not having a 

  continuing character occurs at the moment when the act is performed, even if its 

  effects continue. 

2. The breach of an international obligation by an act of a State having a continuing 

  character extends over the entire period during which the act continues and 

  remains not in conformity with the international obligation. 

3. The breach of an international obligation requiring a State to prevent a given 

  event occurs when the event occurs and extends over the entire period during 

  which the event continues and remains not in conformity with that obligation.
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がない とい うこ とが 明 らか になった時点 か ら6箇 月ルールの カウ ン トが始 ま

る とした(判 決パ ラ170)の は、誤った論理展 開である。(中 略)未 だ トルコ

の条約 第2条 に関す る手続的義務 の違反 は継続 しているとい う裁判所 の判決

か らす れば、 まさに今 もまだ条約義務 の継続 的違反 の只 中にあ り、裁判所 は

それゆえ、過去 の継続 的侵害事件 に対す る6箇 月ルールの不適用 とい う判例

法 に従 うべ きであ った(判 決パ ラ159)。(中 略)特 に強制的失踪 などの犯罪

を扱 う場合 には、継続的性質 を有す る国際的義務 の違反 に対 して、6箇 月ルー

ル を適用 しない とす る ことは、誘拐 実行 犯(perpetrators)が 処罰 を免 れる

ことを防 ぐとい う重要 な 目的 に資する ものである。Jbo)

 この部分 について は、Spieimann、 Power両 裁判官 の同意意見 において も

賛 意が示 され ている。 しか しZiemele裁 判官は、続 いて次の ように も補足 し

ている。

 「しか しなが ら、(6箇 月 ルールの)不 適用 の推 定は、反論可能な ものであ

る。判決 で も述べ られているように(判 決パ ラ165)、 裁判所 は各事件 の個別

の事情 を精査 す るで あろ う。 ナウル燐鉱地事件判 決⑳で国際司法裁判所が述

べ てい るように、 『時間の経過が 申立て を不 受理 とす るか どうかを、そ れぞ

れの事件 の状況 に照 らして決定す るのは裁判所 である。』(中 略)強 制的失踪

の問題 に対処す る有効 な対応が とられてお らず、問題が継続 している ことか

ら、 申立の提 出期 限に関す る時間経過の引 き金 をひ くと考 え られ る事象 や行

為 があつたか どうかを検討すべ きであった。換 言すれば、時 間の経過 を中断

させ る事象が あったかではな くて、6箇 月ルールの適用 を開始す るにあたる

事象 があるか どうかである。(後 略)」爾

 同裁判官 は、多数意見がCMPへ の調査依頼 及 びその結果 を適切 な救 済 と

(70) Para. 10 in Concurring Opinion of Judge Ziemele, Varnava and Others v. Turkey 
  Judgment  [GC] op. cit.. 

(71) Case concerning Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), ICJ, Judgment of 
 26 June 1992. 

(72) Ibid., para. 11.
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して位 置づけた ことに賛成 してお らず 、本件 に6箇 月 ルールを適用可能 とし

た大法廷 判決 を批判 している。

 この意見 は、1978年Cyprus u Turkey事 件(73)にお いてヨ0ロ ッパ人権委員会

(当時)が 、法律 上の措置や行政慣 行の条約適合性 を問題 とす る中立 ての場

合 には、国内救 済完了原則やそれに伴 う6箇 月 ルールの適用 はない と決定 し

た こ と(74)、また次章で触 れる国際法委 員会 の国家責任条文草案 の作成過程 に

おいて示 された、国際義務違反の行為 が継続 している場合 には、その継続 的

侵害が存在 す る限 り、6箇 月ルールの適用 は開始 されない とい う理解 と共通

してい る㈲。

3 国際義務の継続的侵害と認定基準の相対性

 それでは前述の事件に対 して人権裁判所が示 した継続的侵害認定へのアプ

ローチは、ILC国 家責任条文において規定されている、国際義務の継続的侵

害概念に照らすとどのように評価できるかについて、本章では若干の予備的

検討を試みたい。特にここでは、国際義務の違反の時間的範囲に関する国家

責任条文第14条 、国に対 して有効な国際義務に関する同第13条 の射程につい

て概観 したうえで、人権裁判所が継続的侵害を認定する際の基準の相対性に

ついて触れたい。

(1)国 家責任条文第14条(国 際義務の違反の時間的範囲)1項 及び2項

 ILC「 国家 の国際違法行為 に対す る責任 に関す る条文 」(以 下、国家責任

条文)第14条 では、国際義務の違反の時間的範 囲(Extention in time of the

breach of an international obligation)に ついて、1項 で は 「国の継続 的性

(73) Cyprus v. Turkey, Decision of 10 July 1978, Application no. 8007/77, Decision and 
  Reports, vol. 13, p. 52. 

(74) Ibid., p. 152. 
(75) ILC Report on its 30th Session (UN.Doc.,  A/33/10), p. 91, n. 437.
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質 を有 しない行為 に よる国際義務 の違反 は、その効 果が継続す る場合であっ

て も、その行為 が行 われる時点 で発生す る」、つづ く2項 では、「国の継続的

性 質 を有す る行為 に よる国際義務 の違反 は、その行為 が継続 しかつ 国際義務

と一致 しない状態 が続 くすべ ての期 間に及ぶ」⑯と規 定 されている。

 ILCの コメ ンタ リーで は、1項 は、義務 違反 の行為 の効 果(effect)や 結

果(consequence)が 継続 してい て も、違反行為 自体 は完了(complete)し

てい る状況 を対象 としてお り、 その一方2項 は、継続 的な違法行為が、国家

があ る国際義務 に拘束 されている場合 に、その行為 が当該 義務 に適合 しない

形 で継 続(continues)・ 存在(remains)し てい る状 態が、 あ る一定 の期 間

全体 を占めている状況 を対象 としている㈲。

 ただ し違法行為が完了 しているのか、継続的性 質を有 しているのか につい

て は、一次義務 と個別事件 の状況 によ り異 な り、 また両者 の区別 は相対的で

あ る とされている。一例 として、強制失踪の事件 に関 して、米州人権裁判所

が失踪被害者 の所在が確認 されていない状況では継続 的侵 害行為 にあた ると

の判断 を示 している㈱。

 特 に財産権保 障に関連す る継続的違反行為 として、 ヨー ロッパ人権裁判所

のLoizidou事 件h9)などの例 を と りあ げ、財産 の収用行為 自体 が締 約国 に対 す

る条約実施機 関に よる審査権 限の発効 日よ りも前であ り、収用 は即時的行為

であ った として も、 同発効 日よりも後 に当該締約国に よって、個 人の財産へ

の アクセスが阻害 されている場合 には、財産権 への継 続的侵 害 を構成す ると

して いる。 また コメンタリー は、 自由権規約委員会が、Lovelace事 件 におい

て、 インデ ィア ン女性 の身分 に関す るカナダ法が、同国が個人通報権 を受諾

㈹ 『ベ ー シ ック条約集 2011 (前掲)参 照。

(7わ

(7s)

(79)

ILC Commentary on Article 14, §  (2) — (3) . 
ILC Commentary on Article 14, § (4) — (5) . 
Loizidou v. Turkey (Merits) , Judgment of 18 December 1996, Application no. 15318/89, 
ECHR Reports 1996-VI, p. 2216.
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ののちも、通報者の自由権規約第27条(so)に基づ く権利に対 し、阻害的影響を

及ぼ していることをもって継続的侵害状況を認定 したことは、継続的違反の

判断に、条約実施機関の管轄権だけでな く、事実に関連する権利規定の適用

が問題であることを指摘 している剛。

 このように人権条約における実行も考慮に入れた国家責任条文第14条 であ

るが、コメンタリ0の §(12)に は、次の くだ りがある。

「このように、過去のある時点に開始された行為で、その時点で違反を構成

した(あ るいは、仮にその時点で当該国家に対 して関連する一次規則が効力

を有 していた とすれば、違反 を構 成 していたであろ う)行 為 は、継続 しうる

し、現在においても継続的違法行為とな りうるのである。」(下 線筆者)

 右下線部分については、何を意味するのであろうか。国家に対 して、その

行為時には拘束的でなかった一次規則が、仮に事後に拘束的なものとなった

場合に、その遡及的効果が推測される、ということなのであろうか。このよ

うな見方 をすると、Silih事件大法廷判決に対する反対意見でBratza裁 判官

が批判 した、ヨーロッパ人権条約第2条 の手続的義務が、個人中立の管轄権

受諾 日よりも前の第2条 にかかる実体的義務の存在 をあたかも前提 としてい

る状況 も、継続的侵害の一形態 として許容されるとも考えられるのである。

(2)国 家責任条文 第13条(国 に対 して有効 な国際義務)

 国家責任 条文第13条 は国に対 して有効 な国際義務(lnternational Obligation

in force for a State)を 、「国の行為 は、行為 が生 じるときにその国が関連 す

(so)自由権規約

 第27条(少 数民族の権利)

 種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者

 は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実

 践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。

 (81)  ILC Commentary on Article 14, § (10) — (11).
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る義務に拘束されているのでなければ、国際義務の違反を構成しない」幽(下

線筆者)と 規定 している。この時際法の原則は、仲裁裁判をはじめ国際裁判

の多 くの事例ですでに適用 されてお り、国家実行の支持 も得ている。すべて

の国際義務に適用することが適当であることか ら、第13条 は一般的内容であ

ると言える(83)。さらにILCコ メンタリーでは、行為時に国際義務違反ではな

かった行為の結果として発生 した損害に対する賠償について、国家の同意を

妨げるものではなく、実際にそのような事例は稀であろうが、行為時に違法

ではなかった行為 に対 して遡及的に国家の責任を問うような取極めは、国家

責任条文第55条(特 別法)の もとで対応可能であるとしている㈱。コメンタ

リーは最後に、第13条 が示す時際法原則は確立されたものであるが、国際義

務 の発展的解釈飼により、行為時に当該国家にとって国際義務違反ではな

かった行為についても、国際義務の発生後(条 約の発効後)の 違反認定の際

に関連事実 として考慮 される可能性があると指摘 している(86)。ここでは人権

侵害の事例圃を念頭に、裁判手続 きの重大な遅延(公 正な裁判手続の侵害)

に関し、国家が遅滞なく審理を行うことを確保する義務が、決定期 日前の期

間については、賠償責任を伴うような違反状態ではないけれども、決定期 日

後の義務違反の検討(例 えば裁判手続きの遅延期間の積算)の 際には、事実

としての関連性(be relevant as facts)が 問われることも想定されている。

(s2)

(83)

(84)

The International Law Commission's Draft Articles on Responsibility of States for 
Internationally Wrongful Acts 
Article 13 International Obligation in Force for a State 
An act of a State does not constitute a breach of an international obligation unless 
the State is bound by the obligation in question at the time the act occurs. 
ILC Commentary on Article 13, §  (4) — (5) . 
ILC Commentary on Article 13. § (6 ).

(85)南 西 ア フ リ カ 事 件 勧 告 的 意 見(Case concerning Legal Consequences for States of

 the Continued Presence of South Africa in Namibia(South West Africa)

 notwithstanding Security Council Resolution 276)、 ICJ,多 数 意 見P16, Para.53.

(ss)

⑱の

ILC Commentary on Article 13, §  (9)  . 
Zana v. Turkey, Judgment of 25 November 1997, Application no. 18954/91, ECHR 
Reports, 1997-VII, p. 2533.
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(3)認 定基準の相対性

 特にヨーロッパ人権条約において、条約上の国家の義務に関する発展的解

釈からいわゆる 「積極的義務(positive obligation)」が締約国に課されるこ

とは、すでに判例により確立 している(sa)。条約第2条(1項)に ついても、「す

べての者の生命についての権利は、法律によって保護される。何人 も、故意

にその生命 を奪われない。(後 略)」 との規定に、強制失踪事件における調査

等を含む迅速な対応 ・救済義務が明記 されている訳ではないが、本稿でとり

あげた事例が しばしば引用 しているC)ψr薦 怯Turkey事 件判決 においても、

米州人権裁判所や国連自由権規約委員会の判決や決定にも触れなが ら、そう

した国家義務の存在 を認め、締約国の不作為について、継続的侵害を認定す

るという解釈が定着 していることは確かである。

 勿論、条約上の国家義務の内容、範囲及び性質が、時を経てどう変化 して

きたかという発展的解釈に伴う積極的義務の問題 と、その義務がある特定の

行為の時点で、当該国家に対 して拘束的であったかという時際法や条約の不

遡及原則の問題は厳密には区別されるであろうが、前章で扱った事例で示さ

れたように、実体的権利規定に、継続的行為である調査や救済に関する手続

的義務を組み込ませることで、その手続的義務が持続的要素で構城 されてい

れば、国際義務の国家に対する発効 日をまたいで存在する事象への対応は可

能 となる。

 そうであればこそ、条約実施機関が継続的侵害を認定する際に用いる基準

の相対性と、それに伴う判断結果の非同一性 ・非一貫性は排除できない。こ

の点について、ILCの 国家責任条文コメンタリーは、継続的侵害の認定にあ

たり、国家責任条文第14条 で問題 とされた一次規則 ・義務についての条約実

施機関による解釈の相対性が、決定期 日前の行為の決定期 日後の違反行為に

関する事実認定に影響 を及ぼす ことを指摘 している。例 えば本稿で扱 った

(88)  Alstair Mowbray, The Development of Positive Obligations under the European Convention 
  on Human Rights by the European Court of Human Rights, Hart Pulishing, 2004.
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Blecic事件 においては、当事国に対する条約上の義務の効力発生 日よりも後

の憲法裁判所判決ではな く、当該期 日よりも前の最高裁判所判決を当該国の

最終行為 と位置付け、ヨーロッパ人権裁判所は自らの時間的管轄を否定 した。

憲法裁判所における審査が、条約上の権利の救済手続にあたるのかが議論さ

れた一方で、判決の反対意見で指摘されたように、背後に控える多数の同種

事件への対応 という現実的課題を条約実施機関が全 く念頭に置いていないと

も言い切れないと思われる。

 条約上の手続的権利に関し、特に継続的侵害が問われる状況においては、

何を最終的な国内的救済 と見なすか という問題が、理論上は区別される時間

的管轄と受理可能性の双方の判断に、重複的に決定的重要性 を有することに

なる。

4 おわ りに

 本稿 で扱 った ヨーロ ッパ人権条約 の事例 において、権利侵害行為 の発生 日

と権 利侵 害状況 の 「継続」が、条約 当事国 に対す る義務 の効力発生 日を挟ん

で存在 する場合 に も、条約実施機関が、条約の不遡及原則 を明示 的に不適用

とす る姿勢 は見 られない。 しか し、誘拐失踪事件や公権力 による殺害事件 に

関す る締約 国の十分 な対応が なか った とい う不作為 については、継続的侵害

を認め る判例が広 く確立(89)してお り、それ をヨ0ロ ッパ人権 条約に関 して は、

第2条 に関す る積極 的義務(90)とい う、人権法 の解釈 ア プローチの特殊性 ゆえ

と結論づける ことは一定程度可能で あろう。

 採択 された 国家 責任条 文 に関す るILCの コメ ンタリーで は、条約 をは じ

め とす る人権法 における実行 につい て も検討 され てお り、む しろそれ らの例

(89)米州人権裁判所 ・委員会や自由権規約委員会のもとでも、強制失踪に関しては、例え

 当事国が直接事件に関与していなくとも、調査や救済の手続きを条約上の義務の効力

 発生日以降に怠っている場合には、条約義務違反が認定されている。

(90)Mowbray, op.ciz., pp.27‐40.
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か ら、人権 法におけ る国家義務 の発展 的解釈 は、一般 国際法原則 に対す る 「あ

りうる修 正(one possible qualification)」 であ る と位 置づ け られ てい る㈱。

人権法分野において も、条約の不遡及原則 に真 っ向か ら反対す るような判断

は見受け られず、あ くまで国際義務へ の合法違法 を問う対象行為 を、いか に

設定す るか とい う点に、人権法の特有性 が発揮 されている と考 え られ る。一

般国際法 と国際人権 法は、継続的侵害に関す る時 間的管轄 に関 しては、少 な

くとも現時点では双 方向的発展関係 にある と言 えるであろ う。

(91)ILC commentary, Article 13,ｧ(9).


